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南 足 柄 市 分 別 収 集 計 画  

 

令和４年６月  

 

１ 計画策定の意義 

 

快適でうるおいのある生活環境の保全及び創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのた

めには、社会を構成する全ての主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが

重要である。 

本市においては、平成 17 年 10 月から新たに南足柄市最終処分場の稼動を開始したが、さらな

る延命化のためにも、様々なごみの減量化及び資源化のための施策を行っているところである。 

また、令和４年４月１日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され

た。 

このような状況のなか、本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（以下「容器包装リサイクル法」という。）第８条に基づき、一般廃棄物の大半を占める容器包

装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）を推進するとともに、市民・事業者・行政がそれぞれの役割や具体的な推進方策を明らかに

し、それを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組む方針を示したものであ

る。 

本計画により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進することによって、廃棄物の減量や最終処分場の

延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、資源循環型社会の形成が図られるもの

である。 

 

２ 基本的方向 

 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を次に示す。 

 (1) 容器包装廃棄物の排出抑制、再使用、リサイクルを主とした資源循環型社会の構築 

 (2) 廃棄物の適正処理を推進し、地域環境の保全 

 (3) 市、市民、事業者が一体となった廃棄物の減量化・資源化の促進 

 

３ 計画期間 

 本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に見直す。 

 

４ 対象品目 

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、茶

色、その他）、飲料用紙容器、段ボール、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

 

 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

容器包装廃棄物 ２，９０６ｔ ２，８８４ｔ ２，８６１ｔ ２，８３５ｔ ２，８０８ｔ 

 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

 

容器包装廃棄物の排出抑制のため、次の方策を実施する。 

なお、実施にあたっては、市民・事業者・行政がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に

協力・連携を図る。 

(1) 啓発活動の充実 

市広報誌、ホームページをはじめ、ごみ処理施設の見学会や環境フェアなどあらゆる機

会を通じ、ごみ排出状況の推移、最終処分場の逼迫、莫大な施設の維持管理経費等ごみ処

理の状況について情報を提供し認識を深めてもらう。このような取組みにより、ごみの発

生抑制、分別排出、再生利用の意義及び効果、ごみの適正な出し方等に関する啓発活動を

積極的に推進する。 

(2) 資源化分別収集事業の推進 

ごみステーションにおいて、自治会と協力しながら分別指導を行うとともに、引き続き

自治会に資源化分別収集協力金を交付する。 

(3) 冊子の配布 

資源とごみの出し方ガイド等を活用し、分別収集の周知徹底を図る。 

(4) マイバック持参の促進 

買い物におけるマイバッグの持参や過剰包装自粛の促進など、ごみの発生抑制の取組み

を拡充する。 

(5) 出前講座の実施 

ごみの減量化、資源化などのごみ問題について、一層の理解と関心を持ってもらうよう

に、自治会やその他各種グループからの要請に応じて職員を派遣し説明を行う。 

(6) 環境教育の推進 

  学校教育・社会教育等といった場面において、ごみの減量化や資源化など、環境教育、

環境学習の推進を図るよう努めていく。 
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７ 分別収集するものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の

区分（第８条第２項第３号） 

 

  最終処分場の延命化、処理施設の状況、地域環境の保全及び再商品化計画等を総合的に勘案し、

分別収集をする容器包装廃棄物の種類を次表左欄のように定める。 

  また、市民の協力度、市町村が有する再生施設、選別施設、収集機材等を勘案し、収集に係る

分別の区分は次表右欄のとおりとする。 

 

分 別 収 集 す る 容 器 包 装 の 種 類 収 集 に 係 る 分 別 の 区 分 

主 と し て ス チ ー ル 製 の 容 器 包 装 

主 と し て ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 容 器 包 装 
カ ン 類 

主 と し て            無色のガラス製容器  

ガ ラ ス 製 の              茶色のガラス製容器  

容 器 包 装             その他のガラス製容器 

ビン・ガラス類 

主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするためのもの

（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く） 
飲料用紙パック  

主 と し て 段 ボ ー ル 製 の 容 器 包 装 段 ボ ー ル 

主としてポリエチレンテレフタレート （ＰＥ Ｔ ）製の容器で 

あ っ て飲 料又 は し ょ う ゆ等 を充 てんす るための も の 
ペ ッ ト ボ ト ル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの プラスチック製容器包装 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第６項に

規定する主務省令で定める物の量の見込み（第８条第２項第４号） 

 

  ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

主としてスチー

ル製の容器包

装 
１０２t  １０１t  １００t  ９８t  ９６t 

主としてアルミ

ニウム製の容

器包装 
 ８ｔ  ８t  ７t  ７t  ７t 

無色のガラス製

容器 
(合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) 

 １３３t  １２９t  １２７t  １２５t  １２２t 

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) 

0 t  １３３t 0 t  １２９t 0 t  １２７t 0 t  １２５t 0 t  １２２t 
茶色のガラス製

容器 
(合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) 

 ７６t  ７５t  ７４t  ７３t  ７１t 

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) 

0 t  ７６t 0 t  ７５t 0 t  ７４t 0 t  ７３t 0 t  ７１t 
その他のガラス

製容器 
(合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) 

 ３９t  ３９t  ３８t  ３８t  ３７t 
(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) 

0 t  ３９t 0 t  ３９t 0 t  ３８t 0 t  ３８t 0 t  ３７t 
主として紙製の

容器包装であっ

て飲料を充てん

するためのもの

（原材料として

アルミニウムが

利用されている

ものを除く） 

 ４t  ４t  ４t  ４t  ４t 

主として段ボー

ル製の容器 
 ３５２t  ３４６t  ３４１t  ３３５t  ３２８t 

主として紙製の

容器包装であっ

て上記以外の

もの 

(合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) 

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 
(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) 

0 t 0 t 0 t  0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 
主としてポリエ

チレンテレフタ

レート（ＰＥＴ）製

の容器であって

飲料又はしょう

ゆその他主務

大臣が定める

商品を充てんす

るためのもの 

(合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) 

 １３８t  １３６t  １３３t  １３１t  １２９t 

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) 

 １３８t 0 t  １３６t 0 t  １３３t 0 t  １３１t 0 t  １２９t 0 t 
主としてプラス

チック製の容器

包装であって上

記以外のもの 

(合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) (合計 ) 

 ４４２t  ４３５t  ４２９t  ４２１t ４１３t 
(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) 

 ４４２t 0 t  ４３５t 0 t  ４２９t 0 t  ４２１t 0 t  ４１３t 0 t 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイ

クル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定め

る物の量の見込み 

  ＝ 直近年度の分別基準適合物等の収集実績（令和元年～３年度平均値） × 人口変動率 

 

 また、人口変動率は、南足柄市第５次総合計画より次のとおり設定した、令和４年４月１日現在の人口を基

準として積算した。 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

３９，８６７人 ３９，５６０人 ３９，２５５人 ３８，８９０人 ３８，５２４人 

（対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） 

９９．２４％ ９９．２３％ ９９．２３％ ９９．０７％ ９９．０６％ 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（第８条第２項第５号） 

 

  分別収集は、現在行っている収集体制を活用して行う。 

分別収集する容 

器包装廃棄物の 

種 類 

収 集 に 係 る 

分 別 の 区 分 

収 集 ・ 運 搬 

段  階 

選 別 ・ 保 管 等 

段  階 
備     考 

ス チ ー ル 
カ ン 類 

委託業者による 

指 定 日 回 収 
委 託 業 者 

 

ア ル ミ 

無 色 ガ ラ ス 

ビン ・ガラス類 
委託業者による 

指 定 日 回 収 
委 託 業 者 

 

茶 色 ガ ラ ス 

そ の 他 ガ ラ ス 

飲 料 用 紙 パ ッ ク 
ﾍ ﾟｰﾊ ﾟｰﾘｻｲｸﾙ 

委託業者による 

指 定 日 回 収 
委 託 業 者 

 

段 ボ ー ル 

ペ ッ ト ボ ト ル ペ ッ ト ボ ト ル 
委託業者による 

指 定 日 回 収 
委 託 業 者 

 

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ 製 

容 器 包 装 

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ 製 

容 器 包 装 

委託業者による 

指 定 日 回 収 
委 託 業 者 

 

 

 なお、自治会や市民団体による集団回収については、引き続きこれらの団体が分別収集を実施

することとする。 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（第８条第２項第６号） 

 

分 別 収 集 す る 

容 器 包 装 廃 棄 

物 の 種 類 

収集に係る分別の

区 分 
収 集 容 器 収 集 車 中 間 処 理 

ス チ ー ル 
カ    ン    類 コンテナ 平ボディ車 民間ストックヤード 

ア ル ミ 

無 色 ガ ラ ス 

ビ ン ・ ガ ラ ス 類 コンテナ 平ボディ車 市ストックヤード 茶 色 ガ ラ ス 

そ の 他 ガ ラ ス 

飲料用紙パッ ク 
ﾍ ﾟ ｰ ﾊ ﾟ ｰ ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ ひもでしばる 平ボディ車 民間ストックヤード 

段 ボ ー ル 

ペ ッ ト ボ ト ル ペ ッ ト ボ ト ル 網かご 平ボディ車 民間ストックヤード 

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ 製 

容 器 包 装 

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ 製 

容 器 包 装 
透明・半透明袋 パッカー車 民間ストックヤード 

 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

 分別収集計画が実効性のあるものとするため、次の取組をすすめる。 

(1) 各地域の環境委員と連携し、分別ルールの周知や啓発を図る。 

(2) 毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認、記録し、３年後の計画改定時には、その記

録を基に事後評価を行うこととする。 

 

 

参考資料 

 

 本市では、ペーパーリサイクル収集において「紙製容器包装」と「ミックスペーパー」を合わ

せて混合収集しており、その見込み量は次のとおりである。 

 

 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

紙製容器包装 

ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ 
３０８t ３０３t ２９９ｔ ２９３t ２８８t 

 


